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平成３０年度アドバイザー派遣事業の実施状況について 

 

 

○ 杵築市地域自立支援協議会 専門部会（就労支援・子ども支援・生活支援） 

平成３０年９月２６日（水） １４：００～     

派遣アドバイザー： 首藤 辰也 氏 （別府市） 

石川 博一 氏 （宇佐市） 

依頼内容： 自立支援協議会を定期的に開催するため、協議内容の設定とそ

の運営方法についての助言及び委員への意識向上を図るため 

支援内容： 自立支援協議会委員及び専門部会委員に対する研修 

・「ともに生きるネットワーク 宇佐市自立支援協議会」 

・「別府市自立支援協議会の取り組み」 

・質疑応答、意見交換 

参 加 者： ３６名 （杵築市事務局職員含む） 

 

○ 佐伯市地域自立支援協議会 サービス等利用計画部会 

平成３０年１１月２２日（木） １４：００～ 

派遣アドバイザー： 石川 博一 氏 （宇佐市） 

依頼内容： 自立支援協議会の活性化及び運営方法についての助言 

支援内容： 自立支援協議会サービス等利用計画部会委員に対する研修 

・「ともに生きるネットワーク 宇佐市自立支援協議会」 

・質疑応答、意見交換 

参 加 者： １３名 （佐伯市事務局職員含む） 

 

○ 竹田市自立支援協議会 

平成３１年３月１日（金） １３：３０～ 

派遣アドバイザー： 首藤 辰也 氏 （別府市） 

青山 昌憲 氏 （別府市） 

依頼内容： 自立支援協議会の活性化及び地域生活支援拠点等整備について 

支援内容： 自立支援協議会委員に対する研修 

・「別府市自立支援協議会の取り組みの紹介」 

・「地域生活支援拠点等の整備について」 

・質疑応答、意見交換 

参 加 者： ２５名 （竹田市事務局職員含む） 
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平成３０年度 圏域会議の実施状況について 

 

 

 

東部圏域： １０月２５日（木）１４：００～１６：００ 

別府市役所 ５階大会議室 

市町村職員、事業所・施設職員出席者数： ２０名 

 

 

中部圏域： １０月２６日（金）１０：００～１２：００    

大分市障がい者相談支援センター 

市町村職員、事業所・施設職員出席者数： １７名 

 

 

南部圏域： １０月１８日（木）１４：００～１６：００  

佐伯市役所 ２階 ２０３会議室 

市町村職員、事業所・施設職員出席者数：  ６名 

 

 

豊肥圏域： １０月２６日（金）１４：３０～１６：３０    

豊後大野市本庁 １階 会議室１０２ 

市町村職員、事業所・施設職員出席者数：  ９名 

 

 

西部圏域： １０月３０日（火）１４：００～１６：００    

日田市役所 ７階 中会議室 

市町村職員、事業所・施設職員出席者数： １５名 

 

 

北部圏域： １０月３１日（水）１０：００～１２：００    

中津市教育福祉センター 中会議室Ａ・Ｂ 

市町村職員、事業所・施設職員出席者数： １３名 
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整
備

済
H

3
2
年

度
末

ま
で

別
　

府
　

市
●

・
４

つ
の

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

（
校

区
割

）
を

拠
点

と
し

て
位

置
づ

け
、

拠
点

の
主

な
機

能
で

あ
る

①
相

談
⑤

地
域

づ
く
り

に
つ

い
て

は
整

備
済

。
・
拠

点
の

主
な

機
能

で
あ

る
②

緊
急

時
の

対
応

③
体

験
の

機
会

・
場

④
専

門
性

に
つ

い
て

、
協

議
を

進
め

て
い

く
。

杵
　

築
　

市
〇

・
相

談
に

つ
い

て
は

、
３

事
業

所
に

委
託

し
て

い
る

が
、

１
事

業
所

１
～

2
名

の
相

談
支

援
専

門
員

の
配

置
で

、
人

的
に

厳
し

い
。

・
全

世
代

対
応

型
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
を

設
置

し
、

そ
の

中
に

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

機
能

を
加

え
、

基
幹

セ
ン

タ
ー

型
又

は
面

的
整

備
型

の
拠

点
整

備
を

目
指

す
。

　
「
杵

築
市

版
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
」
の

構
築

を
目

指
す

。

国
　

東
　

市
〇

・
相

談
体

制
は

実
質

で
き

て
稼

働
し

て
い

る
状

態
に

あ
る

の
で

、
今

後
、

自
立

支
援

協
議

会
の

承
認

を
得

て
、

整
備

済
と

し
た

い
。

・
緊

急
時

の
受

け
入

れ
先

に
つ

い
て

空
い

て
い

る
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

が
あ

る
。

・
自

立
支

援
協

議
会

に
て

協
議

を
進

め
て

い
く
。

姫
　

島
　

村
〇

・
村

全
体

で
支

え
あ

え
る

地
域

の
基

盤
が

あ
る

。
・
姫

島
村

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

を
絡

め
て

協
議

し
て

い
き

た
い

。

日
　

出
　

町
〇

・
３

障
が

い
（
身

体
、

知
的

、
精

神
）
そ

れ
ぞ

れ
を

得
意

と
す

る
３

つ
の

相
談

支
援

事
業

所
に

市
町

村
が

行
う

相
談

支
援

を
委

託
し

て
い

る
。

・
緊

急
の

事
態

等
に

対
応

で
き

る
体

制
の

確
保

が
課

題
。

土
日

な
ど

利
用

希
望

が
多

い
日

や
、

障
が

い
種

別
に

よ
っ

て
は

急
な

受
け

入
れ

が
難

し
い

場
合

が
あ

る
。

緊
急

時
に

ス
ム

ー
ズ

に
支

援
が

行
え

る
体

制
が

求
め

ら
れ

る
。

大
　

分
　

市
●

・
Ｈ

3
0
.9

.1
「
大

分
市

障
が

い
者

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

」
運

営
開

始
。

・
拠

点
事

業
の

運
用

に
お

い
て

、
複

数
法

人
（
1
8
法

人
）
に

よ
る

協
力

体
制

を
構

築
し

て
い

る
。

・
3
6
5
日

対
応

す
る

こ
と

と
な

っ
た

が
、

2
4
時

間
の

相
談

支
援

体
制

の
構

築
は

職
員

の
負

担
が

大
き

い
等

か
ら

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
、

2
4
時

間
3
6
5
日

対
応

の
相

談
支

援
体

制
が

今
後

の
検

討
課

題
。

臼
　

杵
　

市
〇

・
自

立
支

援
協

議
会

が
活

発
に

取
り

組
め

る
体

制
で

あ
り

、
市

内
事

業
所

間
の

連
携

も
取

り
や

す
い

状
況

に
あ

る
。

・
大

手
の

法
人

が
入

所
施

設
を

運
営

し
て

い
る

の
で

、
活

用
で

き
な

い
か

検
討

し
て

い
る

。
・
拠

点
の

主
な

機
能

で
あ

る
①

相
談

⑤
地

域
づ

く
り

か
ら

体
制

を
つ

く
り

た
い

。

津
 久

 見
 市

〇
・
相

談
体

制
は

、
社

会
福

祉
協

議
会

や
相

談
支

援
事

業
所

の
お

か
げ

で
電

話
で

の
2
4
間

体
制

は
で

き
て

い
る

。
・
行

政
や

社
会

福
祉

協
議

会
等

と
も

一
緒

に
な

っ
て

協
議

で
き

る
体

制
は

整
っ

て
い

る
。

・
障

害
者

入
所

施
設

が
一

切
な

く
、

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
に

も
市

内
で

は
対

応
で

き
な

い
。

精
神

専
門

医
が

い
な

い
。

由
　

布
　

市
〇

・
障

害
者

入
所

施
設

の
提

供
体

制
が

充
実

し
て

い
る

。
・
中

学
校

区
圏

域
で

３
カ

所
整

備
す

る
の

か
、

市
内

で
１

カ
所

に
整

備
す

る
か

の
検

討
中

。
・
拠

点
の

主
な

機
能

で
あ

る
①

相
談

⑤
地

域
づ

く
り

か
ら

体
制

を
つ

く
り

た
い

。

南 部
佐

　
伯

　
市

●
・
市

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

を
核

と
し

た
地

域
生

活
支

援
拠

点
の

面
的

整
備

は
達

成
。

佐
伯

市
保

健
福

祉
総

合
セ

ン
タ

ー
「
和

楽
」
内

に
身

体
・
知

的
・
精

神
・
児

童
の

各
分

野
の

専
門

知
識

を
持

つ
相

談
員

を
配

置
。

相
談

支
援

事
業

所
と

障
が

い
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
、

介
護

保
険

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

が
１

つ
の

施
設

に
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
障

が
い

者
に

関
わ

る
サ

ー
ビ

ス
等

の
連

携
が

容
易

と
な

っ
て

い
る

。

・
佐

伯
市

の
現

状
に

お
け

る
課

題
や

今
後

の
活

動
等

に
つ

い
て

、
検

討
を

行
う

場
が

な
い

。
・
人

材
の

確
保

。

竹
　

田
　

市
〇

・
３

障
が

い
（
身

体
、

知
的

、
精

神
）
別

に
相

談
支

援
を

委
託

し
て

お
り

、
事

業
所

間
の

連
携

が
薄

い
。

・
自

立
支

援
協

議
会

に
お

い
て

、
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

の
整

備
に

つ
い

て
の

情
報

共
有

が
で

き
て

い
な

い
。

・
市

内
に

点
在

す
る

社
会

資
源

の
洗

い
出

し
を

行
い

、
既

存
施

設
の

役
割

の
検

討
が

必
要

。
・
社

会
福

祉
協

議
会

と
連

携
し

て
拠

点
整

備
を

進
め

ら
れ

な
い

か
検

討
し

て
い

き
た

い
。

豊
後

大
野

市
〇

・
自

立
支

援
協

議
会

の
各

部
会

で
の

議
論

が
行

い
や

す
い

体
制

が
出

来
て

い
る

。
・
身

体
、

知
的

、
精

神
の

障
が

い
に

対
応

出
来

得
る

入
所

や
短

期
入

所
の

施
設

が
あ

り
、

緊
急

時
の

受
入

れ
体

制
の

整
備

が
可

能
と

考
え

ら
れ

る
。

・
特

定
相

談
支

援
事

業
所

を
増

や
し

、
地

域
の

相
談

体
制

で
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
の

現
状

を
確

認
、

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
量

の
把

握
等

が
で

き
る

体
制

づ
く
り

。
・
事

業
所

に
お

け
る

専
門

職
等

の
人

員
確

保
が

困
難

。

日
　

田
　

市
〇

・
重

症
心

身
障

が
い

児
者

を
対

象
と

し
た

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
、

短
期

入
所

、
生

活
介

護
の

機
能

を
備

え
た

施
設

が
、

H
3
0
年

4
月

か
ら

運
営

開
始

。
・
障

が
い

者
の

高
齢

化
・
重

度
化

や
「
親

亡
き

後
」
に

備
え

、
地

域
で

の
安

心
感

を
担

保
し

、
障

が
い

者
等

の
生

活
を

地
域

全
体

で
支

え
る

体
制

の
構

築
を

図
る

。

九
　

重
　

町
〇

玖
　

珠
　

町
〇

中
　

津
　

市
〇

・
平

成
２

９
年

度
よ

り
、

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

を
開

所
し

、
中

津
市

の
相

談
体

制
の

中
心

と
し

て
機

能
し

、
相

談
支

援
専

門
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

目
的

に
研

修
会

の
開

催
も

し
て

い
る

。
・
短

期
入

所
は

２
事

業
所

あ
る

も
の

の
、

知
的

・
精

神
障

が
い

者
に

対
応

す
る

事
業

所
が

な
い

た
め

、
市

内
の

福
祉

ホ
ー

ム
や

他
市

の
事

業
所

に
頼

ら
ざ

る
を

え
な

い
状

況
。

・
知

的
・
精

神
障

が
い

者
を

受
け

入
れ

る
こ

と
が

で
き

る
短

期
入

所
先

の
確

保
が

必
須

。
・
基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
に

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

し
て

も
ら

う
中

で
、

夜
間

・
休

日
時

の
体

制
整

備
が

必
要

。

豊
後

高
田

市
〇

・
相

談
支

援
事

業
所

と
連

携
が

取
れ

て
い

る
。

・
社

会
資

源
の

不
足

。

宇
　

佐
　

市
〇

・
緊

急
時

に
つ

い
て

は
特

定
相

談
支

援
事

業
所

と
市

が
対

応
・
調

整
し

、
市

内
事

業
所

や
医

療
機

関
に

受
入

を
お

願
い

し
て

い
る

。

・
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

を
行

う
機

関
が

な
い

た
め

、
地

域
定

着
支

援
を

活
用

し
、

特
定

相
談

支
援

事
業

所
が

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
な

り
緊

急
時

の
対

応
を

行
う

こ
と

を
検

討
。

・
短

期
入

所
事

業
所

は
あ

る
が

、
他

市
か

ら
も

利
用

希
望

者
が

多
く
確

保
が

困
難

。

3
1
5

北 部

計

東 部 中 部 豊 肥 西 部

・
施

設
・
事

業
所

な
ど

の
社

会
資

源
が

少
な

く
、

町
単

独
で

の
整

備
は

困
難

で
あ

る
。

玖
珠

郡
（
九

重
町

・
玖

珠
町

）
内

で
の

連
携

が
必

要
。

こ
れ

ま
で

も
、

玖
珠

郡
（
九

重
町

・
玖

珠
町

）
で

の
合

同
で

自
立

支
援

協
議

会
を

開
催

。

・
玖

珠
郡

内
（
玖

珠
町

、
九

重
町

）
で

「
相

談
」
、

「
体

験
の

機
会

・
場

」
の

機
能

は
既

存
の

事
業

所
に

よ
り

対
応

可
能

。
・
地

域
全

体
で

支
え

る
体

制
を

構
築

す
る

た
め

、
地

域
生

活
支

援
拠

点
づ

く
り

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

等
に

よ
る

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

等
、

地
域

の
社

会
資

源
を

最
大

限
に

活
用

し
て

い
く
。

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
の

整
備

の
現

状
及

び
今

後
の

課
題

・
計

画
　

【
圏

域
会

議
ま

と
め

】
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

Ｈ
3
0
年

1
0
月

圏 域
市

　
町

　
村

整
備

状
況

現
状

今
後

の
課

題
・
整

備
計

画
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　　　　　　　　平成３０年度　大分県障がい福祉サービス事業所関係研修

平成31年3月7日現在  

研修名 対象者　等 開催日時 会場
修了者数
受講者数

県の担当班等

①平成30年 7月25日 （水）
【①2日間】

①平成30年 7月26日 （木）
132名

②平成30年 8月17日 （金）

②平成30年 9月 11日 （火）
【②3、5日間】

②平成30年 9月 12日 （水）
139名

相談支援従事者現任研
修

※５年度ごとに受講

（対象者）
以下のすべてを満たす者

・相談支援専門員として相談支援業務
に現在従事している者、または、今後
必ず相談支援業務に従事する予定の
者
・ 演習の事前課題を作成・提出可能で
あり、かつ、演習において、相談支援専
門員としての専門性を生かして検討や
討論をする能力を有する者

平成31年 2月 5日 （火）

平成31年 2月13日 （水）

平成31年 2月14日 （木）

大分県社会福祉
介護研修センター

90名

障害福祉課
自立・療育支援班

（大分県社会福祉
介護研修セン

ター）

サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任
者研修

（対象者）

・サービス管理責任者または児童発達
管理責任者になろうとする者

（サービス管理責任者又は児童発達支
援管理責任者として配置される時点
で、サービス管理責任者又は児童発達
管理責任者としての実務経験の要件を
満たしている者）

・共通講義
　　平成31年 1月10日（木）
・各分野
　①介護
　　平成31年 1月28日（月）～29日（火）
　②地域生活（身体）
　　　定員に満たないため中止
　③地域生活（知的・精神)
　　平成31年 1月30日（水）～31日（木）
　④就労
　　平成31年 1月22日（火）～23日（水）
　⑤児童発達支援管理責任者
　　平成31年 1月24日（木）～25日（金）

大分県庁舎
新館　大会議室

(共通
　　183名受講)

各分野
①　53名
③　60名
④　73名
⑤　64名

障害福祉課
自立・療育支援班

相談支援従事者専門
コース別研修

（内容）
　主に相談支援業務に従事している者
を対象に、より専門的な知識・技術を習
得するため、年間４コース程度を実施
（例：障害児支援／権利擁護、成年後
見制度／地域移行、地域定着、触法
／セルフマネジメント／スーパービジョ
ン、管理、面接技術）

（対象者）
・指定相談支援事業所等において相
談支援業務に従事しており、一定の経
験を有する者

①障害者ケアマネジメント
　　平成30年8月20日(月）～21日（火）
②高齢障害者支援（介護支援専門員）
　との連携
　　平成30年11月28日（水）
③医療的ケア児等（重症心身障がい
　児(者)）支援
　　平成31年2月9日（土）
④相談支援専門員とサービス管理
　責任者の連携
　　平成31年3月8日(金）

①、④
大分県こころとか
らだの相談支援セ
ンター

②
大分県総合社会
福祉会館

③
B-Con Plaza

①　30名
②　86名
③　84名
④　73名
　　④は予定

障害福祉課
自立・療育支援班

（大分県障害者相
談支援事業推進

協議会）

強度行動障害支援者養
成研修
（基礎研修・
　実践研修）

（対象者）
・現に障害福祉サービス事業所等にお
いて、知的障がい、精神障がいのある
児者を支援対象にした業務に従事して
いる者、もしくは今後従事する予定のあ
る者
（おおむね実務経験が１年～３年程度）

①基礎研修
　平成31年 2月25日（月）、26日（火）

②実践研修
　平成31年 3月 4日（月）、  5日（火）

大分県庁舎
本館
正庁ホール

①基礎研修
　　　149名

②実践研修
　　　147名

障害福祉課
自立・療育支援班

虐待防止・権利擁護研
修

（対象者）
・障がい者福祉施設等の職員（管理
者・サービス管理責任者等）
・市町村職員（障がい福祉担当課）
・相談支援事業所職員

①共通講義
　  平成30年10月 1日 （月）
②相談窓口職員コース
　  平成30年10月24日 （水）
③施設等職員コース
　  平成30年10月31日 （水）

大分県庁舎
新館　大会議室

①　179名

②　 45名

③　135名

障害福祉課
施設支援班

障害福祉課
自立・療育支援班

（大分県社会福祉
介護研修セン

ター）

（対象者）
・相談支援専門員となる者（計画相談
支援、障害児相談支援、地域移行・地
域定着）
 【①②５日間　・　②３日間】

・サービス管理責任者、児童発達支援
管理責任者となる者 【①２日間のみ】

相談支援従事者初任者
研修

①
ホルトホール大分

②
大分県社会福祉
介護研修センター
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　　　　　　　　平成３０年度　大分県障がい福祉サービス事業所関係研修

平成31年3月7日現在  

研修名 対象者　等 開催日時 会場
修了者数
受講者数

県の担当班等

放課後等デイサービス
事業所児童発達支援管
理責任者研修

（対象者）
・放課後等デイサービス事業者
・児童発達支援管理責任者

平成30年 9月18日  （火）
大分県庁舎
新館　大会議室

93名
障害福祉課
施設支援班

障害児通所支援事業
療育担当職員基礎研修

（対象者）
障害児通所支援事業所の療育担当職
員
・児童発達支援事業所職員
・放課後等デイサービス事業所職員
・保育所等訪問支援事業所職員

平成31年 3月19日  （火）
大分県社会福祉
介護研修センター

55名
（予定）

障害福祉課
自立・療育支援班

精神障がい者の退院後
支援等に関する研修会
①管理者向け
②実務者向けⅠ
③実務者向けⅡ

（対象者）
・相談支援専門員
　（地域移行・地域定着）
・保健所
・市町村職員
・精神科病院職員　　等

①管理者向け
　　平成30年10月11日 （木）

②実務者向けⅠ
　　平成30年10月11日 （木）

③実務者向けⅡ
　　平成30年10月16日 （火）

①、②
J:COMホルトホー
ル大分

③
B-Con Plaza

①　 66名

②　 98名

③　109名

障害福祉課
精神保健福祉班
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平成３０年度 新カリキュラムに向けての打ち合わせ等 

 

 

 

相談支援従事者研修 

 開催年月日 主な内容 

第１回 平成３０年 ５月３１日（木） 新カリキュラムの概要説明 

第２回 平成３０年 ７月 ６日（金） 国養成研修会の報告 

臨 時 平成３０年 ７月１９日（木） 

（主に国研修参加者で協議） 

新カリキュラム組立のための役割分

担等 

第３回 平成３０年 ８月 １日（水） 7 月 19 日開催の臨時会の報告 

第４回 平成３０年 ９月 ５日（水） この回からファシリテーターも招集 

第５回 平成３０年１０月１０日（水） 新カリキュラムの担当班ごとで協議 

第６回 平成３０年１１月 ７日（水） 

新カリキュラムの実施延期（Ｈ

30.10.26 事務連絡）により見直し→

来年度は 6日間で実施 

第７回 平成３０年１２月 ５日（水） 来年度の研修の組立て（6日間） 

第８回 平成３１年 １月 ９日（水） 演習で使う事例の協議 

第９回 平成３１年 ３月１３日（水） 来年度研修の最終確認 【予定】 

 

 

サービス管理責任者等研修会 

 開催年月日 主な内容 

事 前 平成３０年 ８月 ２日（木） 新カリキュラムの概要説明 

事 前 平成３０年１０月 ５日（金） 他県状況（指定に向けて） 

第１回 平成３０年１０月１６日（火） 
新カリキュラムの概要説明、スケジ

ュール 

第２回 平成３０年１１月 ７日（水） 講師・ファシリテーターの選出 

第３回 平成３１年 １月１６日（水） 佐賀県視察報告、講師等 

第４回 平成３１年 ２月２７日（水） スケジュール、指定要綱等 

視 察 平成３０年１１月２１日（水） 公益社団法人 佐賀県社会福祉士会 
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（２）来年度の取組等について 

 

 アドバイザー派遣事業等 

大分県の研修日程 

国養成研修への派遣者 

主任相談支援専門員、基幹相談支援センター 

厚生労働省 説明資料  

相談支援従事者研修会 九州各県の運営状況等 

大分県サービス管理責任者等研修事業者の指定 
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来年度の研修日程【大分県】 

 

 

 

①相談支援従事者研修 

■初任者研修  共通研修【サービス管理責任者等】：７月１８日(木）～１９日（金） 

       ３・４日目：  ８月 ８日（木）～ ９日（金） 

       ５・６日目： １０月２３日（水）～２４日（木） 

    ～～～募集期間：５月下旬～６月下旬（予定）～～～ 

 

■現任研修   １日目  ： １１月１５日（金） 

       ２・３日目： １２月１９日（木）～２０日（金） 

    ～～～募集期間：９月上旬～１０月上旬（予定）～～～ 

 

 

 

 

②サービス管理責任者等研修会 

■基礎研修   講義 ：  ８月２１日（水） 

       演習（１回目）： ８月２８日（水）～２９日（木） 

       演習（２回目）： ９月２５日（水）～２６日（木） 

       演習（３回目）：１０月 ２日（水）～ ３日（木） 

      ※演習は同一内容のものを年３回実施 

    ～～～募集期間：６月（予定）～～～ 

    

■現任研修   １回目 ：１２月 ６日（金） 

２回目 ： １月１７日（金） 

３回目 ： １月２９日（水） 

      ※同一内容のものを年３回実施 

    ～～～募集期間：９月下旬～１０月下旬（予定）～～～ 

 

 

 

平成 31 年 3 月 25 日（月）開催の事業所説明会【大分市所在の事業所及び特定相談支援事業

所を除く】にて、研修日程及び募集期間（予定）について公表する。 

また、サービス管理責任者等研修会については、研修指定事業者として、公益社団法人 大

分県社会福祉士会が実施することを公表する。 

・大分市所在の事業所へは、大分市からメールにて通知を依頼 

・特定相談支援事業所へは、市町村から通知を依頼 

※県庁ホームページにも掲載 
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主任相談支援専門員、基幹相談支援センター 

 

 

 

■ 主任相談支援専門員について  

○ 平成３０年度より、基幹相談支援センター等において、地域づくりや人材育成等の

地域における相談支援の指導的役割を担う主任相談支援専門員を創設し、基幹相談

支援センターの人員配置に加えられた。 

 

○ 主任相談支援専門員の要件 

相談支援従事者現任研修を修了した後、相談支援又は障がい児相談支援の業務に

３年以上従事した者 

 

○ 平成３０年度から国による養成研修が実施され、来年度においても引き続き養成研

修が実施される。 

 

 

 

■ 主任相談支援専門員研修について  

○研修方法、研修内容、研修時間 
区 分 科      目 時間数 

講義 
障害福祉の動向及び主任相談支援専門員の役割と視点に関する講義  ３ 
運営管理に関する講義  ３ 

講義及び 
演習 

相談支援従事者の人材育成に関する講義及び演習 １３ 
地域援助技術に関する講義及び演習 １１ 

 合    計 ３０ 
平成 30年厚生労働省告示第 115 号、 平成 30年厚生労働省告示第 116 号 

 

 

■ 主任相談支援専門員研修（都道府県）について  

○ 各都道府県における主任相談支援専門員の養成にあたっては、養成研修に係る実施

要綱が平成３０年度末に厚生労働省から発出される予定のため、平成３１年度以降は

準備が整った都道府県から養成を始める。 

※東京都、大阪府、宮城県、千葉県、静岡県、愛知県が来年度から開始予定。 
他の道府県は、２０２０年度開始予定。 
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研修の見直し（平成３１年度～）について 

 

厚生労働省 説明資料 
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ム
創

設
】

主
任

相
談

支
援

専
門

員
研

修
（
３

０
ｈ

）

主
任

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

配
置

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

の
要

件
更

新

【
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
改

定
】

相
談

支
援

従
事

者
現

任
研

修
（
２

４
ｈ

）
※

５
年

毎
に

現
任

研
修

を
受

講
（
更

新
研

修
）

○
意

思
決

定
支

援
へ

の
配

慮
、

高
齢

障
害

者
へ

の
対

応
や

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

質
の

向
上

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
の

適
正

化
等

を
図

り
、

質
の

高
い

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
含

む
地

域
を

基
盤

と
し

た
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
を

実
践

で
き

る
相

談
支

援
専

門
員

を
養

成
す

る
た

め
、

現
行

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

の
内

容
を

充
実

す
る

。

○
実

践
力

の
高

い
相

談
支

援
専

門
員

養
成

の
た

め
に

、
実

践
の

積
み

重
ね

を
行

い
な

が
ら

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

で
き

る
よ

う
、

現
任

研
修

（
更

新
研

修
含

む
）
の

受

講
に

当
た

り
、

相
談

支
援

に
関

す
る

一
定

の
実

務
経

験
の

要
件

(注
)を

追
加

。
（
※

旧
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
受

講
者

は
初

回
の

更
新

時
は

従
前

の
例

に
よ

る
。

）

○
さ

ら
に

、
地

域
づ

く
り

、
人

材
育

成
、

困
難

事
例

へ
の

対
応

な
ど

地
域

の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

専
門

職
を

育
成

す
る

と
と

も
に

、
相

談
支

援
専

門
員

の
キ

ャ

リ
ア

パ
ス

を
明

確
に

し
、

目
指

す
べ

き
将

来
像

及
び

や
り

が
い

を
も

っ
て

長
期

に
働

け
る

環
境

を
整

え
る

た
め

、
主

任
相

談
支

援
専

門
員

研
修

を
創

設
。

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

配
置

相
談

支
援

専
門

員
と

し
て

の
要

件
更

新

一
定

の
実

務
経

験
の

要
件

(注
)

（
現

任
研

修
は

①
、

更
新

研
修

は
①

又
は

②
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
）

①
過

去
５

年
間

に
２

年
以

上
の

相
談

支
援

の
実

務
経

験
が

あ
る

②
現

に
相

談
支

援
業

務
に

従
事

し
て

い
る

5

３
年

以
上

の
実

務

参
考
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大分県サービス管理責任者等 

研修事業者の指定について 

 

 

研修事業者募集（ＨＰ掲載）  

大分県サービス管理責任者等研修事業者指定要綱  

厚生労働省サービス管理責任者研修事業者実施要綱  
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トップページ > 障害福祉課の詳しい業務内容 > サービス管理責任者等研修事業者の指定について

障害福祉課の詳しい業務内容

サービス管理責任者等研修事業者の指定について

Tweet 掲載日：2019年2月4日更新

サービス管理責任者等研修事業者の指定について関係書類を掲載します。

２０１９年度から大分県のサービス管理責任者等研修については、下記指定要綱に基づき指定を受けた研修

事業者が実施します。

研修事業の指定を受けたい事業者は、事前に指定申請書を提出し、県知事から指定を受ける必要がありま

す。

募集期間

　平成３１年２月４日（月曜日）　～ 　平成３１年３月８日（金曜日）

指定要綱

指定要綱 [PDFファイル／161KB]

様　　式

第１号様式（指定申請書） [Wordファイル／18KB]

第２号様式（誓約書） [Wordファイル／18KB]

第３号様式（ 実施計画書） [Wordファイル／21KB]

第４号様式（変更届） [Wordファイル／21KB]

第５号様式（ 実績報告書） [Wordファイル／21KB]

第６号様式（修了者名簿） [Excelファイル／16KB]

第７号様式（修了証書＿サービス管理責任者） [Wordファイル／17KB]

第８号様式（修了証書＿児童発達支援管理責任者） [Wordファイル／17KB]

第９号様式（廃止・休止届出書）  [Wordファイル／20KB]

問合せ先

大分県障害福祉課　自立・療育支援班　 担当：加藤

　　電話　097-506-2729 (県庁内線2730)

いいね 

福祉サービス等

障がい者福祉のしおり

障がい者手帳

障がい福祉サービス等

自立支援医療

発達障がい者支援

心の健康

自殺予防対策

その他

施策等

計画・指針等

審議会等

リンク

こころとからだの相談支援
センター

中央児童相談所

中津児童相談所

教育庁（特別支援教育課
のページ）

厚生労働省（障がい者福
祉のページ）

内閣府（障がい者施策の
ページ）

Custom Search

交通事故 免許センター 職員採用 働き方改革

インフルエンザ OPAM えんむす部 oita.love カテテ！
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（３）その他 

 

来年度の年間スケジュール（案） 

大分県障がい者計画 
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４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
３

月

自
立

支
援

協
議

会
2
0
1
8
.1

0
.1

～ 2
0
2
0
.9

.3
0

第
１

回
協

議
会

市
町

村
担

当
者

会
議

-
市

町
村

担
当

者
会

議

相
談

支
援

・
研

修
部

会
2
0
1
9
.1

.1
～ 2
0
2
0
.1

2
.3

1

第
１

回
部

会
第

２
回

部
会

地
域

移
行

専
門

部
会

2
0
1
8
.7

.1
～ 2
0
2
0
.6

.3
0

第
１

回
部

会
第

２
回

部
会

 
精

神
障

が
い

者
地

域
移

行
ワ

ー
キ

ン
グ

2
0
1
8
.4

.1
～ 2
0
2
0
.3

.3
1

第
１

回
ワ

ー
キ

ン
グ

第
２

回
ワ

ー
キ

ン
グ

第
３

回
ワ

ー
キ

ン
グ

第
４

回
ワ

ー
キ

ン
グ

第
５

回
ワ

ー
キ

ン
グ

子
ど

も
部

会
　

【
新

設
】

2
0
1
9
.3

.1
～ 2
0
2
1
.2

.2
8

第
１

回
部

会
第

２
回

部
会

参
考
〈
平
成
３
０
年
度
の
取
組
内
容
〉

　
自

立
支

援
協

議
会

　
相

談
支

援
・

研
修

部
会

　
地

域
移

行
専

門
部

会
　

精
神

障
が

い
者

地
域

移
行

ワ
ー

キ
ン

グ
　

子
ど

も
部

会

２
０

１
９

年
度

　
自

立
支

援
協

議
会

　
開

催
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
　

（
案

）

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
整

備
の

促
進

等
の

た
め

、
各

市
町

村
訪

問
（
予

定
）

（
圏

域
内

の
相

談
支

援
・

研
修

部
会

委
員

に
も

出
席

要
請

予
定

）

２
０

１
９

年
２

０
２

０
年

委
員

の
任

　
期

「 大 分 県 障 が い 者 計 画 」 （ 冊 子 ） 送 付

部
会

の
設

立

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
整

備
の

促
進

、
市

町
村

の
課

題
等

の
検

討
、

大
分

県
障

が
い

福
祉

計
画

の
進

捗
状

況
報

告
、

大
分

県
障

が
い

者
計

画
圏

域
会

議
の

開
催

、
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

整
備

の
促

進
大

分
県

居
住

支
援

協
議

会
と

の
連

携
、

大
分

県
障

が
い

者
計

画
、

地
域

移
行

に
関

す
る

課
題

把
握

、
支

援
策

の
検

討
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

、
研

修
の

企
画

等

肉 付 け 予 算 編 成 （ 第 2 回 定 例 会 に て 上 程 ）

肉
付

予
算

の
新

規
事

業
で

、
相

談
支

援
専

門
員

に
お

願
い

す
る

案
件

あ
り →

予
算

公
表

後
開

催

肉
付

予
算

の
新

規
事

業
で

、
市

町
村

に
依

頼
す

る
案

件
あ

り
→

予
算

公
表

後
開

催

肉
付

予
算

の
新

規
事

業
は

主
に

知
的

障
が

い
者

の
地

域
移

行
を

促
進

す
る

目
的

も
あ

り
→

予
算

公
表

後
開

催
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大
分
県
障
が
い
者
計
画
（
案
）
概
要

は
じ
め
に

１
計

画
策

定
の

背
景

と
趣

旨
２

計
画

の
位

置
づ

け
３

計
画

期
間

４
障

が
い

者
の

定
義

（
左

下
か

ら
続

き
）

３
精

神
保

健
・
医

療
施

策
の

推
進

第
１
章

１
計

画
の

基
本

理
念

第
３
章

（
１

）
予

防
対

策
と

早
期

発
見

・
早

期
治

療
の

推
進

計
画
の
基
本
的
方
向

（
１

）
人

格
と

個
性

を
尊

重
し

合
え

る
共

生
社

会
の

実
現

施
策
の
現
状
と
課
題

（
２

）
医

療
提

供
体

制
の

充
実

（
２

）
障

が
い

者
自

ら
の

決
定

に
よ

る
自

己
実

現
と

社
会

参
加

の
促

進
及
び
今
後
の
方
向

（
３

）
地

域
精

神
保

健
福

祉
体

制
の

整
備

（
３

）
障

が
い

を
理

由
と

す
る

差
別

の
な

い
社

会
の

実
現

（
４

）
精

神
障

が
い

者
の

地
域

移
行

の
推

進
・
「

障
が

い
の

社
会

モ
デ

ル
」

に
つ

い
て

・
合

理
的

配
慮

の
基

本
的

な
考

え
方

（
５

）
精

神
障

が
い

者
の

退
院

後
支

援

２
各

分
野

に
共

通
す

る
横

断
的

視
点

４
難

病
患

者
の

医
療

と
療

養
生

活
の

確
保

（
１

）
障

が
い

者
の

自
己

決
定

の
尊

重
及

び
意

思
決

定
の

支
援

（
１

）
在

宅
難

病
患

者
に

対
す

る
支

援
の

強
化

（
２

）
当

事
者

本
位

の
総

合
的

な
支

援
（

２
）

医
療

体
制

の
整

備
（

３
）

相
談

体
制

の
充

実
（

３
）

障
が

い
特

性
等

に
配

慮
し

た
支

援
第

４
節

教
育

の
振

興
（

４
）

ア
ク

セ
シ

ビ
リ

テ
ィ

の
向

上
１

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
の

学
ぶ

権
利

を
保

障
す

る
教

育
環

境
の

整
備

（
５

）
障

が
い

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
（

１
）

幼
稚

園
、

小
学

校
・

中
学

校
等

、
高

等
学

校
（

６
）

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
取

組
の

推
進

（
２

）
特

別
支

援
学

校
（

３
）

特
別

支
援

教
育

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
第
２
章

１
身

体
障

が
い

者
の

状
況

２
知

的
障

が
い

者
の

状
況

３
精

神
障

が
い

者
の

状
況

２
特

別
支

援
教

育
の

充
実

に
向

け
た

教
職

員
の

専
門

性
の

向
上

障
が
い
者
の
動
向

４
発

達
障

が
い

者
（
児

）
の

状
況

５
高

次
脳

機
能

障
が

い
者

の
状

況
６

難
病

患
者

の
状

況
（

１
）

多
様

な
障

が
い

へ
の

対
応

７
医

療
的

ケ
ア

児
の

状
況

８
大

分
県

障
が

い
福

祉
計

画
（
第

４
期

）
の

進
捗

状
況

及
び

今
後

の
課

題
（

２
）

全
て

の
教

職
員

が
学

べ
る

機
会

の
確

保
第
３
章

第
１

節
共

生
社

会
実

現
に

向
け

た
理

解
促

進
と

権
利

擁
護

第
５

節
雇

用
・
就

労
、

経
済

的
自

立
の

推
進

施
策
の
現
状
と
課
題

１
障

が
い

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

１
障

が
い

者
雇

用
の

促
進

及
び
今
後
の
方
向

２
障

が
い

者
の

権
利

擁
護

の
推

進
２

障
が

い
者

の
職

業
能

力
開

発
（

１
）

権
利

擁
護

の
推

進
３

障
が

い
特

性
に

応
じ

た
就

労
支

援
及

び
多

様
な

就
労

機
会

の
確

保
（

２
）

権
利

行
使

の
支

援
４

福
祉

的
就

労
の

底
上

げ
（

３
）

障
が

い
者

虐
待

防
止

体
制

の
整

備
５

生
活

に
困

窮
す

る
障

が
い

者
を

支
え

る
仕

組
み

の
構

築
（

４
）

合
理

的
配

慮
の

推
進

【成
果
目
標
と活
動
指
標
】障
が
い
者
雇
用
率
の
全
国
順
位

等
第

２
節

地
域

生
活

支
援

第
６

節
芸

術
文

化
活

動
・
ス

ポ
ー

ツ
の

推
進

１
相

談
支

援
体

制
の

整
備

１
芸

術
文

化
活

動
の

振
興

（
１

）
意

思
決

定
支

援
の

推
進

２
ス

ポ
ー

ツ
等

の
振

興
（

２
）

総
合

的
な

相
談

支
援

体
制

の
充

実
（

１
）

障
が

い
者

の
ス

ポ
ー

ツ
機

会
の

拡
充

（
３

）
自

立
支

援
協

議
会

の
機

能
強

化
（

２
）

障
が

い
者

の
ス

ポ
ー

ツ
環

境
の

整
備

（
４

）
地

域
相

談
支

援
の

利
用
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２ 計画の位置づけ

本計画は、大分県長期総合計画である「安心・活力・発展プラン2015」の部門計画

として、本県において推進すべき障がい者施策の基本的方向や実施方策などを明らか

にし、県、市町村、関係者が一体となって障がい者施策を総合的に進めていくための

基本方針等を示すものです。

本計画は、以下の３計画を統合した計画です。

○大分県障がい者基本計画（第５期）

障害者基本法第11条第２項の規定に基づき、国の「障害者基本計画」を基本として

策定する「都道府県障害者計画」であり、大分県における障がい者のための施策に関

する基本的な計画。

○大分県障がい福祉計画（第５期）

障害者総合支援法第89条に基づく、障がい福祉サービスの提供体制確保等を図るた

めの計画。

○大分県障がい児福祉計画（第１期）

平成28年６月の児童福祉法改正により新たに規定された第33条の22で定めることと

された都道府県障害児福祉計画。

３ 計画期間

本計画の計画期間は、平成31年度（2019年度）から2023年度までの５年間とします。

なお、本計画に含まれる大分県障がい福祉計画（第５期）及び大分県障がい児福祉

計画（第１期）に該当する内容については、平成30年度（2018年度）から2020年度ま

での３年間とし、2020年度中に国の指針に沿って見直しを行います。

年　度
2018

平成30
2019

平成31
2020 2021 2022 2023 2024

大分県障がい者基本計画

大分県障がい福祉計画・
大分県障がい児福祉計画

大分県障がい者計画

大分県障がい者基本計画(第５期)

大分県障がい福祉計画(第５期)・

大分県障がい児福祉計画(第１期)
改訂

改訂

改訂

(第４期)
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第２節 地域生活支援

１ 相談支援体制の整備

現状と課題

障がいのある人が基本的人権を有する個人として尊重され、自らの意思に基づき自

立した生活を営むためには、その本人や家族が直面する様々な場面で、相談に応じ、

適切な情報提供や助言ができる相談支援体制の整備が重要です。

そのためには、各地域において障がい者等を支える支援ネットワークの構築が不可

欠であることから、大分県自立支援協議会では、関係機関との連携強化に向けて、各

市町村が設置した自立支援協議会にアドバイザーを派遣するなど、その活性化を後押

ししてきました。

今後も、それぞれの障がい特性にきめ細かく対応できる相談支援体制の一層の充実

を図るほか、障がい者の地域移行･地域定着を進めるための地域生活拠点等の整備促

進や、「親なきあと」を見据えた支援体制の構築など、新たな課題への対応にも取り

組んでいく必要があります。

施策の方向

（１）意思決定支援の推進

① 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障がい者が障がい福祉サー

ビスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、

厚生労働省が平成29年３月に示した「意思決定支援ガイドライン」の普及を図り

ます。

（２）総合的な相談支援体制の充実

① 障がい者やその家族が身近な地域で気軽に相談することができ、適切な相談支

援を受けられるよう、市町村や各種相談支援機関等と連携しながら、相談支援体

制の充実を図ります。また、児童相談所、保健所、こころとからだの相談支援セ

ンター、市町村等が連携して、各種手帳や手当て、障がい福祉サービス等の利用

について周知し、各種支援制度の活用を図ります。

② 障がいのある子どもの親が、子どもを残して先に死ぬことはできないと切実に

思い悩む「親なきあと」への不安を軽減するため、相談に対応できる人材の育成
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やグループホームの整備促進、就労支援等、障がい者が安心して暮らし働ける環

境づくりを推進します。

③ 障がい者の重度化・高齢化や「親なきあと」を見据えた、障がい者の生活を地

域全体で支えるための仕組みである地域生活支援拠点等を、各市町村又は各障が

い福祉圏域に少なくとも１か所ずつ整備することを基本とし、広域的な見地から

助言や情報提供等必要な支援を行います。

④ 福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等への適切な支援を受け、地域で安心

して暮らすことができるよう、市町村や社会福祉協議会等と連携し、成年後見制

度の利用促進や日常生活自立支援事業を推進します。

⑤ サービス等利用計画・障害児支援利用計画が円滑に作成できるよう、相談支援

専門員を計画的に養成します。

⑥ 相談支援専門員に必要な専門的知識を習得するための研修会等を通じ、専門性

の向上を図ります。

⑦ 地域における相談支援体制の充実を図るため、市町村と連携し、総合的な相談

支援業務を担う基幹相談支援センターの設置促進を図ります。

⑧ 発達障がい児者への専門的支援を行う発達障がい者支援センターに専門の相談

員を配置し、発達障がいに関する正しい知識の普及啓発や、本人や家族等の相談

・支援を行うとともに、児童発達支援センターやハローワーク等と連携して、発

達障がい児等支援の強化を図ります。

⑨ 発達障がいに関する専門的知識を有する人材（発達障がい者支援専門員）を養

成する研修を実施し、研修修了者を関係機関や家庭などに派遣して、地域で発達

障がい児者を支援する体制づくりを進めます。

⑩ 発達障がいのある子どもを育てている保護者の不安や悩みに寄り添うことがで

きるペアレントメンターを養成・活用し、保護者の孤立感や負担感を軽減するた

めの取組を行います。

⑪ 精神障がい者ピアサポーターを養成し、回復途中の精神障がい者やその家族等

に対する助言・相談を実施する体制づくりに取り組みます。
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⑫ 高次脳機能障がいについて、支援拠点機関に支援コーディネーターを配置し、

専門的支援を行うとともに、関係機関との地域支援ネットワークの構築及び研修

等により、適切な支援が提供される体制整備を図ります。

⑬ 難病に関する相談の増加に対応するため、難病相談・支援センターの機能強化

を図ります。

⑭ 障がいのある方を含む高齢者の総合相談を行う地域包括支援センターの職員の

資質向上を図ります。

⑮ 大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センターによる電話相談体制の充実に

努めます。

⑯ 支援を必要とする障がい者の見守りの実施や身近な相談相手としての民生委員

・児童委員の活動を支援するとともに、全市町村に設置する生活困窮者自立相談

支援機関と連携し、障がいのある方の就労や自立に向けた支援を行います。

⑰ 人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要す

る状態にある障がい児（医療的ケア児）について、その心身の状況に応じた適切

な支援を受けられるよう、専門人材の育成やサービスの充実を図るとともに、保

健、医療、福祉その他の各関連分野の相互連携体制を整備します。

（３）自立支援協議会の機能強化

① 市町村自立支援協議会への助言、支援のため、専門部会の設置など、大分県自

立支援協議会の体制の充実を図ります。

② アドバイザー派遣により、市町村自立支援協議会の活性化及び専門機能の強化

を図ります。

③ 市町村自立支援協議会で明らかになった課題を、大分県自立支援協議会におい

て共有する仕組みをつくり、課題解決に向けた総合調整を行います。

（４）地域相談支援の利用促進

① 障がい者の円滑な地域移行・地域定着のため、市町村や福祉サービス関係者等

との連携を進めるとともに、普及啓発を行います。
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第２節 地域生活支援

４ 福祉介護人材の育成・確保

現状と課題

障がい福祉サービスの利用者数は着実に増加しており、サービスを必要とする人が

適切に利用することができるよう、障がい福祉サービス事業所などのサービス提供基

盤の整備と合わせ、障がい者等の身近な地域で相談支援等を行う相談支援専門員やサ

ービス管理責任者等の従事者の確保が必要です。

福祉介護人材は、職務内容や賃金水準等の理由から人材の確保と定着が厳しい状況

にあることから、今後も、従事者の養成や資質の維持・向上のための研修を拡充し、

必要な人材の育成・確保を図る必要があります。

施策の方向

① 福祉介護職に対するイメージアップを図るための情報発信に努めるとともに、福

祉人材センター等と連携し、学生や他分野からの離職者に対する職場体験や福祉職

場への就職説明会等の開催、福祉人材無料職業紹介などにより、福祉介護人材の確

保に努めます。

② 平成２４年度に導入された福祉介護処遇改善加算制度により、障がい福祉サービ

ス事業所等における給与改善やキャリアパスの確立などの処遇改善を図り、職員の

資質向上や職場定着を推進します。

③ サービス管理責任者や相談支援専門員等、業務に従事するために必要となる資格

を取得するための研修を実施し、サービス提供に必要な人材を養成します。

④ 日常生活や社会生活等において障がい者の意思が適切に反映された生活が送れる

よう、大分県社会福祉介護研修センターで実施している意思決定支援に関する研修

を引き続き実施し、施設職員、行政職員等の理解向上を図ります。

⑤ 障がいの特性を正しく理解し、特性に応じた質の高いサービスを適切に提供する

ことができるよう、在宅サービスの従事者の資質向上に向けた研修を実施します。

（再掲）

⑥ 強度行動障がいを伴う障がい者に対する支援に当たる人材の育成・確保に努めま

す。

- 47 - ⇐ページ数は「大分県障がい者計画」のページ数


